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第 3 部 公害 の 現状 と 対策

本県に お け る公害問題は , 工業県や大都市市街地に み ら れ る よ う な 問題は少な

し 、 o

本 県の公害は , 本県の重要産業であ り 中小企業が大半 を 占 め る 食料品工業及び

畜産に 起因す る 公害が あ げ られ , その 主体 を なす も のは 水質汚濁 , 悪臭であ る 。

大企業では , 米子市に立地 してい る バ ル ブ工場の 水質汚濁 と 悪臭に 問題があ る 。

美保湾の 水質汚濁負荷量の 8 0 % を 占 め , ま た その悪臭は広範囲の地域に わた っ

て い る 。

こ の ほ か , 採石場の汚放こよ り漁民 と の間に 問題 も多いが , 工場 , 事業場か ら の廃

油 , 一般家庭か ら の汚水に よ る 水質汚濁 も 見逃す こ と は で き な い 。

公共用 水域の水質は , 意外 に 汚濁が進行 して い る 。 美保湾 , 日 本海沿岸の海域

中 海 , 東郷池 , 湖山池の 湖沼 , 千代川 , 天神川 , 日 野川 の三大河川 と 県内 の 主

要水域の環境基準の類型の あて は め を終 っ た。 し か し , 美保湾 , 中海 , 東郷池 ,

湖山池は , あ て は め ら れた環境基準類型を達成す る た め公共下水道の整備, 工場 ,

事業場の排水規制の 強化な ど 施策が要請 さ れてい る 。 中海 と く に 米子湾, 東郷池 ,

湖山池 の よ う ↓こ 閉鎖的環境に あ る 水域では富栄養化現象の進行がみ ら れ る の で水

質改善の た め の施策の実施に 当 っ て は特に留意す る 必要が あ る 。

三大河川 の下流に つい て も , 天神川 , 日 野川 は若干の汚濁の進行が認め ら れ る 。

大気は , ま ず清浄 と い え る 。 今後 と も 急激な 悪化は 考え ら れな い。

大気汚染物質の 拡散に つい て は , 大気の逆転層が重大な因子であ る が , 米子測

候所の フ ン オ ゾ ソプに よ る 垂直温度分布調査に よ れば , 米子地方に若干の逆転層

が み ら れ る も の の 同時期に は季節風が卓越 し て吹 く の で , と く に問題 と な ら な い 。

しか し , 問題が あ る と すれば , 一酸化炭素であ る 。 一部の測定点に お いて朝夕

の時間帯に 若干の汚染 が認め ら れ る こ と があ る が , 県内 自動車保有台数, 県外 自

動車乗入れの増加は , 汚染 を進行 さ せる お そ れが あ る 。

騒音は , 現在 , 鳥取市 と 米子市が規制地域 と して 指定 さ れてい る 。 今後当然規

制地域 を拡大す る 必要があ る が , 本県の場合 , 深夜 ( 午後 1 0 時~翌 日 の 午前 6

時 ) 騒音に ついて , 全県下すべて の事業活動 に と も な う 騒音 を県条例に よ っ て規

制 してい る 。 こ れ は全国的 にみて も例 が ない 。
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従来 , 市街地に あ っ て問題 と な っ て い た米 子市 , 倉吉市の鍛造工場 な らびに チ

ノ プ工場の 3 工場は , 移転 , 防音設備の設置 に よ り 解決 し , 現在 , 大 き な騒音発

生源は な い 。

しか し , 交通騒音は , 交差点附近で通常の 自動車走行の バ タ ー ン と 異 な る も の

の 測定の結果は騒音の 環境基準 を上廻 っ て い る と こ ろ があ り , 一酸化炭素の場

合 と 同 様 , 将来騒音の う ち て と く に 交通騒音が問題 と な る であ ろ う 。

悪臭は , 広範囲 に 影響 を及ぼ して い る 米子市 の パ ル プ 工 場 の 悪臭のほ か , 悪

臭の苦情の な か で 8 0 % を 占 め る 畜産及び畜産 と 同様 に本県の重要産業の ひ と つ

で あ る 水産加工業等が発生源であ る 。 昭和 4 8 年度か ら 市町村長の 意見 を聞 きつ

つ逐次規制地域 を指定 して い く こ と と して い る が , と く に , 住居地域及びそ の 周

辺に あ る 悪臭発生源の規制は , 適確 な 防止技術が必 らず し も な い こ と も か ら ん で

問題点が多い 。

休廃止鉱山の鉱害は , 県内 に 散在 して い る 休廃止鉱山 の う ち岩美鉱山 , 百谷鉱山

の排水に含ま れ る 重金属に よ っ て 河川 の 汚染 , 土壌の 汚染が認め ら れた 。

健康被害が 心配 さ れた カ ト ミ ウ ム は , 米 の な か に 人為的 な汚染が認 め ら れ る と

云わ れて い る数値の o 4 P pm 以上 の測定値が得 ら れた も の が若干あ っ た が , 食

品衛生法 に 基 つ く 規格基準玄米 中 l p Pm を越 え た も の は幸い な か っ た 。 ま た ,

地域住民に対する 尿の検査の結果健康被害は認め ら れ な か っ た 。

農作物に 被害 を与 え る と いわれている土壌中銅 1 2 5 p 王肛1 以上 含有す る 水田 は ,

両鉱山 の排水流域に若干 あ り , 排水 中 に 高濃度 の銅 を含む 岩 美 鉱 山 に つ い て

は , 現在 , 通産省 の補助 を う け て排水処理施設 を建設中であ り 百谷鉱山 に つい

て は , 農業用水路の 新設等の対策が検討 さ れ て い る 。

他 の休廃止鉱山 に つい て も , 引 き 続 き 水質の は握 を つづけ て い く 必要があ る 。

工業開 発 中毎 , 美保湾周辺地域は , 昭 和 4 1 年に 指定 さ れた 中海地ぽ新産業

都市の中核 と して 整備が進 め ら れて い る が , 日 本列島改造。十画の 推進に よ っ て ,

山陰地方 の 工業開発の 中 心 と して 木材 , 食品 お よ び機械工業等開発が進め ら れ る

も の と 考 え ら れる 。

他 県に お い て は , 工業化偏重の開発政策 を反省 して生活優先 を強 く 打 ち 出 そ う

と す る 機運 が高ま っ て い る 。 し か し , 地域開発 を必要 と す る 本県 に お い て は , 目

久保護 , 公害防止 を 当然の課題 と し な が ら , 住民福祉の 向上の た め に は工業 け群

を 進 め な け ればな ら な い と こ ろ に 本県の 悩み が あ る 。
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こ れ ま での 開 発が G N P を追い , 経済効率に の み と らわ れた た め に環境汚染を

ひ き 起こ し , 自然環境や生活環境 を踏みに じ る 結果に な っ た 。

今後地域の 開発に あ た っ て は , 地域の環境受容能力の 推定 , 開発段階 ご と の 汚

濁負荷量の将来予測 , 。十画 内容が地域の 環境保全上適正な規模の範囲内に あ る か

否か を総合的 に チ エ ノ ク す る 必要 があ り , 環境保全上の 限界に達 した と 判断 さ れ

れば , そ れ以 上開発は認 め な い こ と と すべ き で あ る 。

し か しな が ら , こ れ ら の手法は世界的に は未開発な 分野であ り , 環境庁に お け

る 手法の確立 ま でに は 1 ~ 2 年はかか り そ う で あ る 。 した が っ て , 当面は , 大気 ,

水質 , 騒音等の環境基準 を も の さ し と し て , 充分な る配慮 を しつ つ こ れに対処 し

発
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周 て い く べ き であ る 。
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第 1 章 大 気 汚 染

第 1 節 概 況

1 いお う酸化物

二酸化鉛法

本県に おい て は , 昭和 4 5 年か ら 4 市 ( 鳥取市 , 倉吉市 , 米子市お よ び境港

市 ) の 1 8 地点 ( 市街化区域 ) に お いて , 二酸化鉛法に よ る いお う 酸化物の濃

度測定を実施 してい る が こ の結果昭和 4 6 年度の平均値の最高は 米子商工会

議所 o 5 2 6 S 0 3 勿夕顔 00彬伯 ( 以下戦こ啼 ) 最低は倉吉市役所 0 0 8 4栩“ 昭和

4 7 年度の平均値の最高は米子警察署 o 4 5 2碑 , 最低は境港警察署 0 0 8 7勿夕で

あ り , 数値の変動は あ ま り み ら れず , ま た各地点の測定値は前年 よ り 減少 した

地点が多い が , こ の こ と か ら汚染 が減少 して い る と は い え な い o

昭和 4 7 年度の各市の全測定値の平均 をみ る と , 米子市 o 2 3 8睨# , 鳥取市

o 1 8 0 噂 , 境港市 o 1 5 9噂 , 倉吉市 0 1 0 3傷で , ばい煙発生施設数の多い市

ほ どい お う 酸化物の測定値 も 高 く な っ てい る 。

こ れ ら 二酸化鉛法に よ る 測定結果は , 表 3 ー 1 ー 2 の汚染度の評価 を参考 と

して判断すれば軽微な 汚染 と い え る が , 表 3 ー 1 一 割こ示ずよ う “こ重油の消費量

が年 々 増加 してい る こ と は 大気汚染に つ な が る も の と して考慮すべ き 問題で

あ る 。

ア

表3 一 1 ー乍 二酸化鈴法に よ る い お う酸化物の濃度測定結果

測 定 地 点
昭 和 4 6 年 度

( S 0 3翔タツ10 0 流翳り

昭 和 4 7 年 度

( s 0 3 勿研則れ伯)
備 考

鳥取市
鳥 取 警 察 署

鳥 取 家 政 高 校

鳥 取 市 立 病 院

鳥 取 保 健 所

山 陰合 銀 鳥取支 店

0 2 5 8

0 2 4 5

0 4 0 7

0 4 2 5

0 4 4 8

0 1 4 0

0 1 7 0

0 2 7 0

0 1 5 0

0 1 7 0



一 4 5 一

表3 ー 1 一 2 二酸化鉛法に よ る いお う酸化物汚染度の評価

汚 染 度 S 0 3 増グl o o ““/日 評 価

汚 染 度 第 1 度
" 第 2 度

" 第 8 度

“ 第 4 度

" 第 5 度

0 5 以 上 1 0 未 満

1 0 以 上 2 . 0 未 満

2 0 以 上 8 0 未 満

3 0 以 上 4 0 未 満

4 0 以 上

軽 微 な 汚 染

普 通 度 の 汚 染

中 等 度 の 汚 染

や や 高 度 の 汚 染

高 度 の 汚 染

表3 一 ◆ 一 3 最 近 3 年 間 の 重 油 消 費 量 ( K“ )
種 類 平均いお う 分 解 4 4 年 4 5 年 4 6 年

A 重 油

B 重 油

C 重 油

註

0 9

2 4

3 0

5 6 , 3 2 6

4 7, 6 0 7

8 2 6 1 8

1 8 6 , 5 4 6

7 8 , 1 9 3

4 7, 9 0 7

1 0 3 6 0 1

2 2 9, 7 0 1

9 6 , 9 1 2

5 3 5 8 8

1 0 7, 5 6 2

2 5 8 , 0 6 2

測 定 地 点
昭和 4 6 年度

( S0 3 翔タツ1 0鰯ルイ日 )

昭和 4 7 年度

( sO 3均% 00 ぐれ/白 )
備 考

倉吉市
倉 吉 市 役 所

日 交バ ス 新町営業所

県 立 厚 生 病 院

日の丸バス上丼営業所

0 0 3 4

0 0 7 2

0 0 8 8

0 0 5 3

0 2 8 9

0 0 5 7

0 0 6 3

I

米子市
夜 見 鉄 工 団 地

N H K住 吉 中 継 所

皆 生 温 泉 会 館

米 子 保 健 所

米 子 商 工 会 議 所

米 子 警 察 署

0 2 8 5

0 . 0 6 2

0 1 7 9

0 2 2 2

0 5 2 6

0 2 5 8

0 1 2 4

0 0 7 7

0 2 1 2

0 2 1 5

0 8 5 0

0 4 5 2

t I

境港市
済 生 会 境 港 病 院

境 港 警 察 署

米 南 高 境 分 校

0 5 1 0

0 0 6 7

0 0 7 1

0 3 7 1

0 0 3 7

0 0 6 9
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イ 自 動測定 ( 溶液導電率法 )

昭和 4 7 年度 よ り 従来の二酸化鉛

法に よ る 測定の ほか , 鳥取市において

自 動測定装置によ る瀕睫を開始した 。

測定結果は表 3 ー 1 ー 4 の と お り

年間を通 じて の 1 時間値の最高は

o o 5 9 噂ノゴ , 1 時間値の平均値

o o 1 2栩タメゴ で , 国が示 した環境基

準 ( 5 5 頁参照 ) を じ ゅ う ぶん満足

する 数値で あ っ た 。

昭和4 7年度亜硫

酸ガス 自動測定結

果

瀕碇方法 溶液導電率法
損掟機器電剣鑄摯GR- 3C形
損碇場所 衛生研究所

測定月 1 時間値
の最高値

1 時間値
の最低値

1 時間値
の平均値

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

1 0 月

1 1 月

1 2 月

1 月

2 月

3 月

平均

o o界3
0 0 8 1

0 0 2 5

0 . 0 3 4

0 0 2 6

0 0 4 1

0 0 2 7

0 0 3 6

0 0 8 9

0 0 5 9

0 0 4 0

0 0 8 4

, . 髪鐙
0 0 0 4

0 0 0 4

0 0 0 8

0 0 0 8

0 0 0 5

0 0 0 4

0 0 0 6

0 0 0 4

0 0 0 5

0 0 0 4

0 0 0 5

⑧%鐙
0 0 1 3

0 0 1 3

0 0 1

0 0 1 3

0 0 1 2

o o l o

0 0 1 2

0 0 1 0

0 0 1 4

0 0 1 2

0 0 1 2

2 浮 遊 粉 じ ん

ア デ ホ ン ノ ト ゲ ー /法 ( 降下は い じん量 )

昭和 4 6 年 9 月 か ら デ ポ ジ ッ ト ゲ ー ジ法に よ る 降下はい じん ( 粉 じん の 粒径

の 大 きい も の ) 量の測定 を 3 市 ( 鳥取市 , 米子市 , 境港市の各地点 ) で 昭和

4 7 年度 は倉吉市 を加 え て 4 市で実施 した 。 こ の結果 , 月 平均値の最高は昭和

4 6 年米子市 1 0 . 7 7 t/宝武多角 ( 以下単に t ) , 昭和 4 字年度米子市 ' 境港市

7 7 t , 最 低は昭和 4 6 年境港市 9 4 0 t , 昭和 4 7 年度倉吉市 0 8 t で あ り 馬

和 4 7 年度の 9 月 以降の平均値 を前年同期間 と 比較すれば 8 1 7 t ~ 9 0 4 t と

な り 大 き な 変動は認め ら れな い 。

短期間の測定で汚染の変動は推定で き な いが , 表 3 ー 1 - 残こ 示 した評価表

を参考 と すれば ばい じ ん に よ る 大気の汚染は軽微な も の と 言 え よ う
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表3 一 マ ー5 昭和4 6年降下ぽい じん量の測定結果

( t/Kばソ月 )

測 定 地 点 sチ資年 1 0 月 1 1 月 1 2 月
S 47年
1 月

2 月 3 月 平均

鳥取市
山陰合同銀
行 鳥取支店

1 7 40

ー

Z OO 930 7 6 0 1 3 4 0 67 0 1 0 2 3

米 子市 米子警察署 1242 1 L8 8 は6 4 & 7 2 1 34 4 a 1 7 10 1 2 1Q77

境港市
済 生 会
境 港 病 院

1 0 8 9 1 Q 4 8 57 7 8 37 1247 9 00 8 85 9 40

形

表3 ー 屯 ー6 昭和4 7年度降下はい じん量の測定結果

( 単位 . t/“Km勿月 )

ぬ＼≧~~興定月 瘡 5月 6月 7月 8月 9 月 1 0月 1 1月 12 月 帯 2月 8月 平均

鳥取
山陰合同銀
行鳥取支店

67 32 1 L 8 L3 L7 L4 Q4 Q8 2 4 8 7 8 1 6 7 1 L4 7 3

倉吉 倉吉市役所 29 2 0 L5 1 5 Q8 26 L6 43 & 5 隻6 7 9 1 1 9 4 2

米子 米子警察署 8 2 4 7 7 9 a l 1 L6 L7 2 1 1 0 0 1 4 4 9 9 1 LO & 1 Z7

境港
済 生 会
境 港 病 院

1 Q 3 4 2 5 9 34 1 0 7 お G7 1 5 4 a 1 9 6 & 0 6 0 7 7

表3 一 ◆ 一7 デポ ジ ッ ト ゲージ法によ る降下ぽい じん汚染度の評価

汚 染 度 降下ばい じん量 ( t/飲彫る用 評 価

汚 染 度 第 1 度

“ 第 2 度

" 第 3 度

1 0 以 下

1 0 以 上 2 0 未 満

2 0 以 上

軽 微 な 汚 染

中 等 度 の 汚 染

高 度 の 汚 染

径
和

和
市

昭
と

面表
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イ 自 動測定 ( 浮遊粉 じん量 )

昭和 4 7 年度か ら 鳥取市に おい て

自動測定装置に よ る 測定 を開始 した 。

測定結果は , 表 3 ー 1 ー 8 の と お

り で あ る が こ の測定装置は , 大気中

に 浮遊す る粒子状物質のすべて を測

定す る た め , 粒径 1 0 ク ロ ソ以下

の粒子状物質の み を対象 と した 国の

環境基準 ( 5 5 貫参照 ) と こ の測

定値をた だち に対比す る こ と は で き

な い が , 粒径 1 0 ク ロ ソ以上の物

質 が含 ま れて い て も な お軽微な汚

染 と い え よ う 。

昭和 4 8 年度か ら測定 を較正す る

た め , ロ ー ポ リ ウ ム エ ア サ ソ プ ラ ー

測定 を あ わせて行 な う こ と と してい

表3 ー 乍 ー8 昭和47年度浮遊粉

じん量測定結果

測定方法光散乱法
測定機器柴田化学A- 68 2
測定場所衛生研究所

測定月 1 時間値
の最高値

1 時間値
の最低値

幅 時間値
の平均値

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

1 0 月

1 1 月

1 2 月

1 月

2 月

3 月

平均

, .髄鮎
0 9 0 5

0 1 0 5

0 9 8 0

0 9 9 0

0 9 9 0

0 9 9 0

0 4 0 0

0 9 8 0

0 9 8 0

0 7 4 6

翔寿
0 0 0 1

O

0 0 1 3

0 0 1 0

0 0 0 5

0 0 0 2

0 0 0 2

0 0 1 0

0 0 1 5

0 0 0 6

, o 勿舜3
0 0 5 7

0 0 2 8

0 1 6 9

0 2 8 5

0 8 1 2

0 1 2 6

0 0 4 0

0 1 1 5

0 2 1 7

0 1 3 6

備考 朧楔を裏皺かかわ ら ず

3 一 酸 化 炭 素

ア 検 知 管 法

本県に お い て も , 図 3 - 1 ー 1 の と お り 自動車保有台数が年 々 増加 し , 自 動

車排 ガ ス に よ る 大気の汚染が考 え ら れ る た め , 昭和 4 5 年か ら 3 市 ( 鳥取市 ,

倉吉市お よ び米子市 ) の 1 8 地点 に おい て検知管法 ( 北川 1 式検知管 ) に よ る 一

酸化炭素の環境濃度の測定 を実施 した 。

こ の結果 , 各地点の 5 回 の測定の平均値は表 3 - 1 - 9 の と お り で あ る が ,

最高値をみ る と , 昭和 4 6 年度米子市山陰合同銀行前の 6 7 p pm , 昭和 4 7 年

度 鳥取市 日 交旅行セ ン タ ー前 8 4 p pm と 増加が み ら れ る 。 こ れは午前 8 時の

測定で 2 1 6 P Pm を記録 した こ と “こ起因 し , こ の 調査時の 自動車交通量 ( 1 0

分間運行台数 4 1 6 合 川こ 影響 さ れた も の と 考 え ら れる 。

そ の他の地点に おい て も 前年よ り 増加 した地点がみ ら れ る が , 一酸化炭素濃

度は 1 o p Pm以下で あ り 急激 な 汚染の進行は認め ら れな か っ た 。
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図 8 県内 自動車保有台数の推移

36年 37 年 3 8年 39年 4 0年 4 1 年 42年 43年 4 4 年 4 5 年 46 年 47
3月 3月 3 月 3月 3月 3 月 3月 3月 3 月 3月 3 月 3 月
年度→

表3 ー 1 ー9 検知管法に よ る 一酸化炭素の濃度測定結果

測 定 地 点

昭和 4 6 年度 昭和 4 7 年度
測 定 年 月 日

気温 (℃ 88m) 気温 ⑯ 鴛m

鳥取市
鳥 取 駅 前

日 交旅行セ ン タ ー前

み か ど 会 館 前

鳥 取 県 庁 前

五 臓 円 前

2 8 9

2 8 6

2 4 6

2 4 5

2 3 . 5

5 2

5 4

5 8

5 0

5 2

2 1 5

2 1 0

2 8 5

2 3 0

2 8 5

5 8

8 4

7 7

5 1

6 1

昭榑籍需
暉榑筋箒

倉吉市
打 吹 駅 前

倉 吉 駅 前

宮 川 町 ロ ー タ ノ ー

1 7 0

1 6 0

1 6 4

5 8

5 0

5 4

2 0 5

2 0 0

2 0 5

8 0

4 4

5 8

嗣籍鰭
醐川鰭

米子市

明 治 生 命 前

山陰合銀米子支店前

中 国 電 力 前

茶 町 角

米 子 駅 前

1 7 6

1 7 8

1 8 1

1 8 3

1 9 . 6

5 8

6 7

5 8

5 0

6 5

3 0 6

2 4 9

2 5 0

2 3 0

2 2 5

4 3

4 5

6 . 8

5 1

6 3

暉雛 狩臀
醐節籍

備考 測定値は 8 時, 1 0 時 , 1 2 時 , 1 4 時お よ び 1 7 時の 5 回測定 した値 を
平均 した も のであ る o
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イ 自 動 測 定

昭和 4 7 年度 よ り 非分散形赤外線分析法に よ る 自動測定を 鳥取市 日 交旅行セ

ン タ ーで測定 を行 っ た 。 測定結果は , 定め られた環境基準値 ( 頁参照 ) を大

幅 に下廻 っ て い る 。 ま た , 検知管法に よ る 測定 と 並行 して , 米子市 , 倉吉市の各

1 地点 で 自 動測定を行 な っ た が , いずれ も 環境基準以下であ っ た 。

表3 ー 1 ー 乍 0 昭和4 7年度 一酸化炭素測定結果

測定方法 非分散形赤外線分析法

測定機器 日 立堀場AMPA一 1 0 形

測定場所 鳥取市 日 交旅行センタ ー

測 定 月 日
連続す る 8 時間の 1 時間値

( 平均 )
連続す る 24時間の 1 時間値

( 平均 )

6 月 6 日 4 0 P P nn
P P m

7 月 7 日 6 7

8 月 1 0 日 1 0 7

9 月 1 9 日 7 0

1 0月 2 4 日
~ 1 0月 2 5 日

7 7 5 2

1 2月 1 9 日
~ 1 2月 2 0 日

1 0 9 6 8

1 月 1 9 日
~ 1 月 2 0 日

6 2 4 1

2月 2 1 日
~ 2月 2 2 日

9 4 5 8

8月 1 3 日
~ 8月 1 4 日

6 6 4 5

1 0 1 7 ′~ 1 8

米子市明治生命
4 7 8 2

1 0 1 8′し 1 9

倉吉市打吹駅前
6 0 4 2

備考 6 月 7 月 の 測定時間は , 6 時間 , 9 月 の測定時間は 7 時間であ る 。
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第 2 節 大気汚染防止対策

乍 大気汚染し係 る 環境基準

公害対策基本法第 9 条第 1 項の 規定に 基づ き , 人 の健康 を保護 しお よ び生活環

境 を保全す る う え で 維持 さ れ る こ と が望 ま し い基準 と し て , 昭和 4 4 年 2 月 い

お う 酸化物に 係 る 環境基準 , 昭和 4 5 年 2 月 一酸化炭素の 環境基準か 閣議決定 さ

れ た 。 ま た , 浮遊粒子状物質に 係る 環境基準が , 昭和 4 7 年 1 月 1 1 日 告示 さ れ

た 。

いお う 酸化物に 係 る 環境基準 ( 昭和 4 4 年 2 月 1 2 日 閣議決定 )

人の健康に 関す る いお う 酸化物に 係 る 環境基準は次 の いずれ を も 満たす も の と

す る 。

(1 ) ァ 年間 を通 じて , 1 時間値が o 2 p pm 以下 で あ る 時間数が , 総時間数に 対

し , 9 9 % 以上維持 さ れ る こ と 。

イ 年間 を通 じ て , 1 時間値の 1 日 平均値が o o 5 p pm 以下で あ る 日 数が ,

総 日 数 に 対 し , 7 0 % 以上維持 さ れ る こ と 。

ゥ 年間 を通 じて , 1 時間値が 0 l p pm 以下で あ る 時間数が , 総時間数に 対

し , 8 8 % 以上維持 さ れ る こ と 。

(2 ) 年間 を通 じて , 1 時間値の年平均値が 0 0 5 p pm を こ え な い こ と 。

@ ) いずれ の 地点 に おい て も , 年間 を通 じ て , 大気汚染防止法に定め る 緊急時の

措置 を必要 と す る 程度の 汚染の 日 数が , 総 日 数に 対 し , そ の 3 % を こ え ず , か

つ , 連続 し て 3 日 以上続か な い こ と 。

一酸化炭素に係 る 環境基準 ( 昭和 4 5 年 2 月 2 0 日 閣議決定 )

人 の健康に 関す る 一酸化炭素の環境基準は 一酸化炭素r よ る 影響の 特性に か

ん がみ年間 を通 じ て 常に次 の ( l )お よ び ( 2 )の 条件が維持 さ れ る も の と す る 。

( 1 ) 連続す る 8 時間に お け る 1 時間値の平均 は , 2 0 p pm以下であ る こ と 。

(2) 連続す る 2 4 時間に お け る 1 時間値の平均は , 1 o p pm以下であ る こ と 。

( 注 ) 1 お よ び 2 の条件は , 一酸化炭素の 人体等に対す る 影響に つ い て の知

見 の進展 , 一酸化炭素に 係る 測定技術の進歩等のほ か , 一酸化炭素濃度

の 時間的変動に 関す る パ タ ー ンの 進移の実態等に照 ら し て , 今後 も 定期

的に 科学的 な検討が加 え ら れ , 必要に応 じ て改訂 さ れ る べ き も の と す る 。
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浮遊粒子状物質に係 る 環境基準 ( 環境庁告示第 1 号 昭和 4 字年 1 月 1 1 日 )

人の健康に関す る浮遊粒子状物質に 係る 環境基準は , 次 のいずれ を も 満 たす も

の と す る 。

(1 ) 連続す る 2 4 時間に おけ る 1 時間値の平均値が , 大気 1 立方 メ ー ト ルに つ き ,

0 1 0 ミ リ グ フ ム 以下であ る こ と 。

(2 ) 1 時間値が大気 1 立方 メ ー ト ル に つ き 0 2 0 ミ リ ク ラ ム 以 下であ る こ と 。

@) ｢ 浮遊粒子状物質 ｣ と は , 大気中に浮遊する粒子状物質で あ っ て , そ の粒径

が 1 0 ク ロ ノ以下 の も の を い う

2 法 条例に よ る 規制

(1 ) 大気汚染防止法

大気汚染防止法の し く み と し て は , ばい煙排出者の遵守すへ き排出基準が定

め ら れ , 排出基準に 適合 し な い場合は , 知事は計画変更や改善 を命 じ , ま た ,

罰則が適用 さ れ る 。 県は , 排出基準の遵守 を監視す る と と も に 施設の 改善等に

ついて指導 を行な い , 大気汚染の防止に努めて い る 。 いお う 酸化物グ 排出基準

は , 地域 ( 8 フ ソ ク ) ご と に 異 な る 基準が定め ら れ , は い じ ん に つ い ては 施設

の種類 , 規模ご と に 全国一率 , 粉 じん に つ い て は , 粉 じ ん発生防止 の た め の 施

設基準が定め ら れてい る 。 いお う 酸化物の排出基準は , 排出 口 の 高 さ に応 じ て

定め ら れた いお う 酸化物の量の許容限度 と し て , q = 2 2 2 × 1 0 一3 × 日e 2

( q . い お う 酸化物の量 , He . 有効排出 口 の高 さ ) と 定め ら れてい る 。

昭和 4 6 年度末お よ び昭和 4 7 年度末の ばい煙発生施設は , 表 8 - 1 - 1 1

表 3 ー 1 - 1 2 , 改善指導の状況は表 3 - 1 一 1 3 の と お り であ る 。
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表3 一 ↑ 一僅 づ 大気汚染防止法【し 基づ く ば い煙発生施設種類別届出数

( 昭和 48 年 3 月 3 1 日 現在 )

径

施 設、＼、保健所 鳥 取 郡 家 浜 村 倉 吉 米 子 根 雨 計

ボ イ ラ ー ~婦 ( も ( “ ) ( 含 も
1 3 9

( 1 0 4 ) ( 9 ) ( 艶も
転 炉 (-) (-) ( -) ( -) ( も ) ( 弓 ( う )
溶 解 炉 (-) (-) ( -) ( -) 1(も ( 弓 t Q )
加 熱 炉 (一 (-) ( -) ( も 毬 ( ニメ P 為
焼 成 炉 ( 勁 (-) ( -) ( -) ( 諺 ) ( =) ( 琵 )
直 火 炉 (-) (-) ( 一 ( -) る ( -) ( る
乾 燥 炉 返 ) ( 我 ) ( 一 く れ ( も “ ) ( そ 8 )
電 気 炉 (-) (-) ( 弓 ( 一 ( 8 ) ( 一 ( 8 )
廃 棄物 焼 却 炉 ( 茸 ) ば ) ( ら ( 妾 ) 1( ち ( れ ( 霧 か

話 1綴 ) 鑓 ) ( 脇 (寝 る ( “ 為 ( 装 幼 ( き 8 8 )
( 注 ) ( )は事業場の 数て あ る 。

表3 ー 1 ー 乍 2 大気汚染防止法に 基づ く 粉 じん発生施設種類別届出数

( 昭和 48 年 8 月 3 1 日 現在 )

爾封＼＼還健所 ! 鳥 取 郡 家 浜 村 倉 吉 米 子 根 雨 評

堆 積 場
l

(1 )

1

(1 )

3

(8 )

5

( 5 )

^、ノレ ト コ ン ベ ア ー

ノ ミケ ノ ト コ ソヘアー

1

( 0)

2

( 2)

2

(2 )

5

( 4 )

破 砕機 摩砕機
3

( 1 )

1

( 1 )

1

(0 )

4

(0 )

9

( 2 )

ふ る し 、
1

( 0 )

1

(0 )

1

(0 )

3

( 0 )

計
6

(2 )

3

( 2)

6

(5 )

7

( 2 )

2 2

( 1 1 )

( 注 ) ( )は 事 業 場の 数で あ る 。
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表3 一 ◆ 一 1 3 ばい煙発生施設の改善指導件数

政令

番号
施 設 名

昭和 4 6 年度 昭和 4 7 年度

届 出 数 指導件数 届 出 数 指導件数

1

4

5

6

9

1 0

1 1

1 2

1 3

重 油 ボ イ ラ ー

石 炭 ボ イ フ ー

そ の他 ポイ フ ー (木屑 )

転 炉

溶 解 炉

加 熱 炉

焼 成 炉

直 火 炉

乾 燥 炉

電 気 炉

廃 棄 物 焼 却 炉

2 8 4

4

1 l

1

1 0

8 3

8

2

1 0

2

2 1 Q〉nV̂Un〉̂U･1リムハU1▲̂UハU
3 1 4 3 2

3

1 8

1

1 0

3 4

8

2

2 0

2

3 1 -

総 。十 3 8 6 1 3 4 8 8 l 3 2

こ の ほ か , 県下のばい煙発生施設 ( 3 8 6 施設 ) に つ い て , 届 仕事項の 内容 ,

い お う 酸化物の排出量の チ エ ノ ク を 行な っ た結果 , 排出基準の違反の お それ がみ

と め ら れた 施 設 が 5 施設 ( 乾燥炉 1 ず イ ラ ー 4 ) あ り , こ れ ら 節長の 設置者

に 対 して , 低い お ぅ 分燃料への切替 え 実煙突高の補正等の指導 を行 な い改善か

行 な われた 。

ばい煙発生施設 ( 表 3 - 1 - 1 1 ) が全て 稼動 した と 想定 した場合の 地域別の

い お う 酸化物の理論排出量は 図 3 ー 1 - 3 の と お り と な る 。 昭和 4 7 年度か ら 鳥

取市 ( 衛生研究所 ) に い お う 酸化物の 自動 測定 を開始 した と こ ろ であ る が , さ ら

に 米子市 に つ い て も 大気汚染 の適確な は 握が要求 さ れ る わ けで , 昭和 4 8 年度か

ら と り あ え ず米子保健所に おい て いお う 酸化物の 自 動測定 を開始す る こ と と して

い る 。 さ ら そこ 昭和 4 8 年度か ら 光化学ス モ ノ グ な と を 加 え た総合的 な 大気汚染の

実態 葱ま握す る た め 鳥取市 ( 衛生研究所 ) で オ キ シ タ ソ ト , 炭化水素 , 窒素酸化

物 に つい て も 常時 自動側定 を実施 し , 昭和 4 8 年度以降米子市に も い お う 酸化物

の ほ か , 各 種大気汚染物質の 測定機器を 整備 して し く こ と と し て い る

岬 ‐
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図 3 ー 乍 一3 地 域 別 い お う 酸 化 物 排 出 量 ( 立方 メ ー ト ル/時 ) の 推 定 図

( 昭和 4 7 年度末現在 )

だそ‘シノ ノメ/ /
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( 2) 公 害 防 止 条 例

大気汚染防止法の一部改正が昭和 4 5 年 1 2 月 に 公布 さ れ , 昭和 4 6 年 6 月

2 4 日 施行 さ れた の に 伴い , 従前の 公害防止条例 ( 昭和 4 4 年 1 2 月 2 0 日 公

布 ) を廃止 し新 し く 条例 を 昭和 4 6 年 1 0 月 1 2 日 公布 し , 昭和 4 7 年 4 月 1

日 か ら パ ー ク 炭製造施設お よ び貯蔵施設 , 打綿機お よ び泥打綿機を粉 じん 関係

特定施設 と し , 施設管理基準 ( 表 3 - l - 1 5 ) を 定め て規制す る こ と と した 。

表3 ー 1 一 , 4 粉 じん関係特定施設と規模

施 設 名

1 パ ー ク 炭 ( の こ 屑 , 木皮等 を炭化 さ せ微粉炭に した も の ) 製造施設お よ

び貯蔵施設

2 打編機お よ び混打綿機

表3 一 年 一 乍 5 粉 じん関係特定施設に係る 構造並びに使用および管理

に関す る基準

管 理 基 準

次の各号の いずれかに該当す る こ と 。

1 粉 じ ん が飛散 し lこ く い構造の建築物内に設置 さ れてい る こ と 。

2 フ ー ド お よ び集 じん機が設置 さ れて い る こ と 。

8 戸 , 窓等が密閉 さ れて い る こ と 。

4 前各号 と 同等以上の効果を有す る 措置が講 じ ら れて い る こ と 。

表e ー 1 一 1 6 公害防止条例に基づ く 粉 じん関係特定施設種類別届出数

( 昭和 4 8 年 3 月 3 1 日 現在 )

施 設＼＼＼＼選獺淺所 鳥 取 郡 家 浜 村 倉 吉 米 子 根 雨 計

打 綿 機
1 4

( 1 2 )
8

( 8 )

6

( 6 )

2 3

( 2 3 )

3 8

( 8 4 )

5

(5 )

9 4

( 8 8 )

混 打 綿 機
2

( 1 )

9

( 1 )

1 1

( 2 )

パ ー ク 炭製造 ( 貯蔵 )
施 設

2

( 2 )

1

( 1 )

8

( 8 )

。十
1 6

( 1 8 )
1 0

( 1 0 )
6

( 6 )
8 3

( 2 5 )
8 8

( 3 4 )
5

(5 )

1 0 8

( 9 8 )

( 注 ) ○は事業場の数であ る 。


